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6 国分寺市議会だより

請願・陳情の提出期限は定例会開会日の20日前です。お問い合わせは調査担当（内581）

第4回定例会の議案の審議結果　第4回定例会には新規43件、継続1件の議案が提出され、可決26件、同意11件、撤回2件、継続5件となりました。
議　案　名 議　案　の　要　旨 結　果

国分寺市自治基本条例について 国分寺市における自治の基本理念を明らかにし、参加、協働、情報の共有等の仕組み及び市政運営の基本原則を定める。 修正可決 全員賛成
教育委員会委員の選任について 国分寺市教育委員会委員の任期満了に伴い、村松眞貴子氏を選任するため同意を求める。 同意 〃
国分寺市職員倫理審査会委員の選任について（同名議案3件） 国分寺市職員倫理審査会委員の任期満了に伴い、礒野弥生・井上　寛・斎藤英彦氏を選任するため同意を求める。 〃 〃
人権擁護委員の候補者の推薦について（同名議案5件） 人権擁護委員の任期満了に伴い、石川てる代・熊谷　淳・木下るみ子・梓澤和幸・小部正治氏を候補者として推薦する。 〃 〃
人権擁護委員の候補者の推薦について 人権擁護委員の任期満了に伴い、増田加代子氏を候補者として推薦する。 〃 賛成多数
国分寺市公共施設整備基金条例等の一部を改正する条例について 公共施設整備基金及び緑と水と公園整備基金を運用し、国分寺市土地開発公社へ貸し付けられるようにし、文言を整備する。 可決 全員賛成
国分寺市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例について 地方税法の一部改正に伴い、市民税における寄附金税額控除に関する事項等を整備する。 〃 〃
国分寺市生きがいセンター設置条例の一部を改正する条例について 生きがいセンターさわやかの管理を指定管理者に行わせることができるようにする。 〃 〃
国分寺市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 出産一時金の引き上げを行い、国民健康保険税の還付に関する規定を設ける。 〃 〃
国分寺市立保育所設置条例の一部を改正する条例について ひかり保育園の仮園舎建設に伴い、ひかり保育園の位置を変更する。 〃 〃
国分寺市保育費等徴収条例について 保育費及び延長保育料の額、徴収手続きを明確化する。 撤　　回
国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業の施行に関する条例について 都市再開発法の規定に基づき、国分寺駅北口地区の市街地再開発事業に関して必要な事項を定める。 継　　続
平成20年度国分寺市一般会計補正予算（第7号） ドメイン管理サーバ借上等の増により、歳入歳出それぞれ15億4,187万3千円を増額し、総額を390億4,474万2千円とする。 可決 全員賛成
平成20年度国分寺市国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業特別会計補正予算（第1号） 用地買収費の増により、歳入歳出それぞれ21億1,366万6千円を増額し、総額を35億1,420万4千円とする。 〃 〃
平成20年度国分寺市国民健康保険特別会計補正予算（第2号） 高額療養費、出産育児一時金の増により、歳入歳出それぞれ3,668万6千円を増額し、総額を97億1,984万9千円とする。 〃 〃
平成20年度国分寺市下水道事業特別会計補正予算（第3号） 職員人件費、公共下水道業務委託料の減により、歳入歳出それぞれ2,390万8千円を減額し、総額を42億9,636万1千円とする。 〃 〃
平成20年度国分寺市受託水道事業特別会計補正予算（第2号） 職員人件費の減により、歳入歳出それぞれ2,934万4千円を減額し、総額を5億358万6千円とする。 〃 〃
平成20年度国分寺市介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予算（第3号）事務処理システム改修委託料等の増により、歳入歳出それぞれ4,381万8千円を増額し、総額を53億3,669万8千円とする。 〃 〃
平成20年度国分寺市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号） 国の特別対策に関する広報経費等の増により、歳入歳出それぞれ347万7千円を増額し、総額を17億9,620万6千円とする。 〃 〃
指定管理者の指定について 国分寺市介護老人保健施設すこやかの指定管理者に財団法人国分寺市健康福祉サービス協会を指定する。 〃 〃
指定管理者の指定について 国分寺市高齢者在宅サービスセンターふれあいの指定管理者に財団法人国分寺市健康福祉サービス協会を指定する。 〃 〃
指定管理者の指定について 国分寺市生きがいセンターさわやかの指定管理者に特定非営利活動法人あおぞらを指定する。 〃 〃
指定管理者の指定について 国分寺市障害者センターの指定管理者に社会福祉法人万葉の里を指定する。 〃 〃
指定管理者の指定について 国分寺市いきいきセンターの指定管理者に社団法人国分寺市シルバー人材センターを指定する。 〃 〃
指定管理者の指定について 国分寺市生きがいセンターほんだの指定管理者に社団法人国分寺市シルバー人材センターを指定する。 〃 〃
東京都国分寺市土地開発公社定款の一部を改正する定款について 公有地の拡大の推進に関する法律の改正に伴い、定款の関係条文を整理する。 〃 〃
不動産の取得について 国分寺市土地開発公社が所有する史跡武蔵国分寺跡公園事業用地を取得する。 撤　　回
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 平成20年度における国分寺市一般職の職員の給与を改定する。 可決 全員賛成
国分寺市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について 定年退職等の退職手当の調整額に係る単価の改定を行う。 〃 〃
国分寺市立学童保育所条例の一部を改正する条例について 新町学童保育所を第一新町学童保育所とし、第二新町学童保育所を増設し、管理を指定管理者に行わせることができるようにする。 継　　続
国分寺市立児童館条例の一部を改正する条例について しんまち児童館の開館時間を変更するとともに、管理を指定管理者に行わせることができるようにする。 〃
指定管理者の指定について 国分寺市立しんまち児童館・第一新町学童保育所・第二新町学童保育所の指定管理者に株式会社こどもの森を指定する。 〃
平成20年度国分寺市一般会計補正予算（第8号） しんまち児童館、第一・第二新町学童保育所管理運営委託を期間平成20～25年度、限度額2億5,290万円として債務負担行為に追加する。 〃
国分寺市保育費等徴収条例について 保育費及び延長保育料の額、徴収手続きを明確化する。 可決 全員賛成
土地取得について 国分寺市土地開発公社が所有する史跡武蔵国分寺跡公園事業用地6,458.80㎡を13億5,978万345円で取得する。 〃 〃
国分寺市副市長定数条例の一部を改正する条例について 市政の推進体制を拡充するため、副市長の定数を2人にする。 〃 賛成多数
平成20年度国分寺市一般会計補正予算（第9号） 副市長の給料、手当等の額の増分を予備費から充用する。 〃 〃
副市長の選任について 樋口満雄氏（国分寺市政策部長）を副市長に選任する。 同意 〃

　平成21年第1回定例会（2月開会予定）か
らの審査を希望する方は2月2日（月）までに
市役所第一庁舎3階議会事務局へ提出して
ください。
　なお、それ以後提出された請願・陳情は
定例会後の閉会中の委員会からの審査にな
ります。
※提出にあたっては、事前にご連絡ください。

調査担当（内581）

請願・陳情の提出について
請願・陳情はどなたでも提出できます。

　12月2日の議案審議において不適切な
発言があったとして、いとう太郎議員（無
会派・新和会）が12月19日の本会議で陳
謝し、発言の取消を行いました。
　陳　謝
　私は議案審議の際、不適切な発言を行い
ましたことを深く反省し、心より陳謝申し
上げます。今後、発言に際しては議員は住
民の声や心を代表する者であることに留意
し、議会の品位を落とし権威を失墜するこ
とのないよう、慎重に発言を行います。
　誠に申し訳ございませんでした。

いとう議員が陳謝

第1回臨時会の議案の審議結果　第1回臨時会には新規1件、継続5件の議案が提出され、可決5件、承認1件となりました。
議　案　名 議　案　の　要　旨 結　果

国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業の施行に関する条例について 都市再開発法の規定に基づき、国分寺駅北口地区の市街地再開発事業に関して必要な事項を定める。 可　決 全員賛成
国分寺市立学童保育所条例の一部を改正する条例について 新町学童保育所を第一新町学童保育所とし、第二新町学童保育所を増設し、管理を指定管理者に行わせることができるようにする。 〃 賛成多数
国分寺市立児童館条例の一部を改正する条例について しんまち児童館の開館時間を変更するとともに、管理を指定管理者に行わせることができるようにする。 〃 〃
指定管理者の指定について 国分寺市立しんまち児童館・第一新町学童保育所・第二新町学童保育所の指定管理者に株式会社こどもの森を指定する。 〃 〃
平成20年度国分寺市一般会計補正予算（第8号） しんまち児童館、第一・第二新町学童保育所管理運営委託を期間平成20～25年度、限度額2億5,290万円として債務負担行為に追加する。 〃 〃
専決処分の承認について 副市長の定数が2人になったことに伴い、防災会議及び国民保護協会の委員の定数を1名増する。 承　認 全員賛成

第1回臨時会

第4回定例会

　第4回定例会には陳情4件が提出され、委員
会に付託した後、継続審査中の14件と併せて
審査し、採択3件、一部採択・一部不採択1件、
不採択3件、審査終了4件、継続7件となり、第
1回臨時会では継続中の1件を採択しました。

陳情の審査結果

 採択となった陳情（付託先）・陳情事項 

陳情第19-31号　「（仮称）国分寺市郷土博物館
の建設資金の積み立てに関する条例の制定を求め
る陳情」（文教委員会）
1.（仮称）国分寺市郷土博物館の建設資金を計画
的に積立てるための基金を設置する条例を制定し
てください。
陳情第20-7号　「伝統芸能こども教室事業の継続
支援に関する陳情」（総務委員会）
1.伝統芸能こども教室事業継続のために財政上の
支援をしてください。
陳情第20-18号　「建設不況から地元建設従業者
を守り、窮状打開に向け緊急対策を求める陳情」
（総務委員会）
1.昨今の原油資材高騰・金融不安などの不況の影
響により経営悪化している地域建設・住宅事業者
へ向けて経営改善や融資などの対策を緊急に講じ
てください。
2.耐震化・バリアフリー化・温暖化対策を促進す
る公共工事・施設改良工事等の前倒し発注及び住
宅改良に関する助成制度を拡充してください。

 継続となった陳情（付託先） 

陳情第19-32号　「（仮称）国分寺市郷土博物館建
設候補地の用地確保に努めることを求める陳情」
（文教委員会）
陳情第19-34号　「公表された立体交差計画の撤
回・再検討を求める陳情」（建設環境委員会）
陳情第20-10号　「光町地域の公共的施設等への
交通改善を求める陳情」（建設環境委員会）
陳情第20-12号　「『ぶんバス』新路線開設に関
する陳情」（建設環境委員会）
陳情第20-16号　「ぶんバスルート新設または路
線延長に関する陳情」（建設環境委員会）
陳情第20-17号　「公民館使用条例等の改正に関
わる陳情」（文教委員会）
陳情第20-19号　「国分寺駅北口地区第一種市街
地再開発事業の着実な推進を求める陳情」（国分
寺駅周辺整備特別委員会）

陳情第19-20号　「新本庁舎の建設時期を十分に検
討したうえで決定することを求める陳情」（庁舎建
設特別委員会）
陳情第19-33号　「新庁舎（市役所）を現庁舎用地
に建設を求める陳情」（庁舎建設特別委員会）
陳情第20-3号　「庁舎計画の抜本的な見直しを求め
る陳情」（庁舎建設特別委員会）
陳情第20-4号　「『鳥獣被害防止特措法（鳥獣による
農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関
する法律）』関連予算を、鳥獣捕殺ではなく自然林
復元と被害防除に使うこと等を求める意見書提出に
関する陳情」（建設環境委員会）

 審査終了となった陳情（付託先） 

関する陳情」（自治基本条例審査特別委員会）
陳情第20-5号　「本庁舎の建てかえに関して、平成
19年3月市長宛に交付された評定書の内容（耐震診
断結果と補強提案）の再審査を求める陳情」（庁舎
建設特別委員会）
陳情第20-13号　「本庁舎三階を除却したと仮定し
た場合の耐震診断を平成19年3月市長宛提出された
評定書の耐震診断部分について再チェックし、必要
があれば補強策を検討し、（社）建築研究振興協会の
『耐震診断委員会』の審査及び評定を受けることを
求める陳情」（庁舎建設特別委員会）

陳情第19-29号　「歩行者が安心して安全に通行で
きる道路の確保と景観を保持するための陳情」（建
設環境委員会）
1.道路上に不法に設置されている私的占有物（立て
看板、置き看板等上記記載のもの）の速やかな撤去
をお願いします。

 一部採択・一部不採択となった陳情（付託先）・陳情事項 

陳情第19-10号　「自治基本条例（案）参加と協働に

 不採択となった陳情（付託先） 

 採択となった陳情（付託先）・陳情事項 

陳情第20-19号「国分寺駅北口地区第一種市街地
再開発事業の着実な推進を求める陳情」（国分寺
駅周辺整備特別委員会）
1.国分寺市の長年の懸案である国分寺駅北口再開
発事業を早期に実現すること。
2.再開発事業計画の認可申請を早急に行うこと。


